
　

人
権
問
題
、
離
婚
・
不
動
産
・
金
銭

な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、
法
務
局
担
当

官
と
、
人
権
擁
護
委
員
が
無
料
で
相
談

を
お
受
け
し
ま
す
。

　

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

▼
日
時　
　

月
１
日
�　
　

時
〜　

時

10

10

15

▼
場
所　

ポ
ス
フ
ー
ル
登
別
２
階

▼
問
い
合
わ
せ　

札
幌
法
務
局
室
蘭
支

　

局
（
�
○２２
 

５
１
１
１
）

▼
日
時　
　

月
４
日
�　

８
時　

分
〜

10

30

　
　

時
17

▼
場
所　

し
ら
お
い
厚
生
年
金
保
養
ホ

　

ー
ム
（
白
老
町
東
町
４
丁
目
６－

１

※
登
別
厚
生
年
金
病
院
か
ら
会
場
ま
で

　

の
送
迎
バ
ス
が
出
ま
す
。

▼
テ
ー
マ　

『
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
そ

　

の
予
防
』

▼
講
師　

講
演
… 
横  
山  
豊  
治 
さ
ん
（
登

よ
こ 
や
ま 
と
よ 
は
る

　

別
厚
生
年
金
病
院
内
科
部
長
）
、
レ

　

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
… 
大  
森  
芳  
暁 
さ
ん

お
お 
も
り 
よ
し 
あ
き

　

（
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
講
師
）

▼
定
員　
　

人
（
申
込
順
）

40

▼
参
加
料　

１
千
円
（
食
事
代
）

▼
持
ち
物　

室
内
用
運
動
靴

▼
申
し
込
み　

９
月　

日
�
ま
で
に
電

20

　

話
で
登
別
厚
生
年
金
病
院
・
津
野
さ

『
特
設
人
権
・
困
り
ご
と
相
談
所
』

を
開
設
し
ま
す

かると

　

ん
（
�
○８４
 

２
１
６
５
）

▼
日
時　
　

月
３
日
�　
　

時　

分
〜

10

10

30

　
　

時
15

▼
場
所　

ポ
ス
フ
ー
ル
室
蘭
（
室
蘭
市

　

東
町
２
丁
目
４－

　

）
２
階
桐
屋
ホ

32

　

ー
ル

▼
申
込
方
法　

当
日
、
会
場
で
お
申
し

　

込
み
く
だ
さ
い

▼
問
い
合
わ
せ　

札
幌
司
法
書
士
会
室

　

蘭
支
部
事
務
局
・
関
司
法
書
士
事
務

　

所
（
�
○４５
 

３
９
５
８
）

▼
日
時　

９
月　

日
�
・　

日
�
、　

28

29

10

　

時
〜　

時
（　

日
は　

時
ま
で
）

17

29

16

▼
場
所　

ク
リ
ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
市
民

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー

▼
内
容　

数
十
種
類
の
ラ
ン
を　

鉢
展

150

　

示
▼
入
場
料　

無
料

※
当
日
は
、
札
幌
交
響
楽
団
Ｏ
Ｂ
の
方

　

に
よ
る
チ
ェ
ロ
演
奏
会
や
花
木
相
談

　

コ
ー
ナ
ー
、
即
売
会
を
予
定
し
て
い

　

ま
す
。
ま
た
、
来
場
者
に
、
た
い
肥

　

（
１
人
５ 
㍑ 
入
り
１
袋
）
を
無
料
で

　

配
布
（
数
に
限
り
あ
り
）
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

室
蘭
蘭
友
会
・
広
瀬

　

さ
ん
（
�
○４４
 

０
０
７
１
）

��

第
９
回
健
康
教
室

ホ
ッ
プ
・
ス
テ
ッ
プ
・
ジ
ャ
ン
プ

　

〜
登
別
厚
生
年
金
病
院
主
催
〜 

）

『
司
法
書
士
の
無
料
法
律
相
談
』
を

開
催
し
ま
す

　

〜
札
幌
司
法
書
士
会
室
蘭
支
部
主
催
〜

第
３
回
洋
ラ
ン
作
品
展
示
会
を

開
催
し
ま
す

　

〜
室
蘭
蘭
友
会
主
催
〜

������������
����������������

��
����

による公文書の公開状況と

　　の運用状況のお知らせ

　『登別市情報公開条例』は、公文書の公開を求める市民の権
利を明らかにするとともに、市政に対する市民の理解を深め、
市民参加による開かれた市政を一層推進し、公正で民主的な市
政の発展に役立てることを目的に制定され、平成１０年１０月１日
から施行されました。
◎情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など

情報公開条例

不服申立
件　　数

公開の請求に対する決定内容・件数公開の請求
・申出件数

実施機関の
名　　　称 非公開部分公開公　開

00022市長部局
00022合　　計

　『登別市個人情報保護条例』は、個人情報の開示などを請求
する市民の権利を保障するとともに、個人の権利利益保護と公
正で民主的な市政の推進を図り、基本的人権の擁護に役立てる
ことを目的に制定され、平成１０年１０月１日から施行されました。

①個人情報保護条例による個人情報の開示請求件数など

個人情報保護条例

個人情報の請求件数の内容個人情報の
請求件数

実施機関の
名　　　称 取扱中止取扱削除訂正請求開示請求

00055市長部局
00055合　　計

※教育委員会、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、
　公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管
　理者については、公開の請求・申出などがありませんでした。

※教育委員会、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、
　公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管
　理者については、開示請求などがありませんでした。

②個人情報の請求に対する決定内容

不服申立
請求の全
部に応じ
ない　　

請求の一
部に応じ
ない　　

開示、訂正、取
扱削除または
取扱中止　　

請求の内容

0005開 示 請 求
0000訂 正 請 求
0000取扱削除請求
0000取扱中止請求
0005合 計

　市は、情報公開条例による公文書の公開のほ

か、市政に関する情報の提供に努めています。

　市政に関する情報を詳しく知りたい方は、お

気軽にお問い合わせください。

総務課（�○８５ １１３０）問い合わせ


